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１ 事務処理の特例に関する条例（平成11年神奈川県条例第41号）新旧対照表 

改    正 現    行 

第１条～第３条 (略) 第１条～第３条 (略) 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 １～４ (略) (略)   １～４ (略) (略)  

４の２ 旅券法（昭和26年法律

第267号。以下この項におい

て「法」という。）及び旅券

法施行規則（令和４年外務省

令第10号。以下この項におい

て「省令」という。）に基づ

く次の事務（法第３条第１項

の規定により一般旅券の発給

を申請しようとする者が緊急

に渡航する必要があると認め

られる場合における事務その

他の規則で定める事務を除く

。） 

 ⑴～⑶ (略) 

⑷ 法第３条第３項の規定に

より、申請者が本人である 

  こと等の確認及びその確

認のため、書類の提示又は

提出を求めること。 

 ⑸ 法第３条第５項の規定に

より、申請者が現に所持す

る一般旅券を確認すること

。 

 ⑹ 法第８条第１項（法第10

条第４項         

 において準用する場合を

含む。）の規定により、申

請者の出頭を求めて一般旅

券を交付すること。 

 ⑺ 法第８条第３項の規定に

より、申請者の出頭を求め

ることなく一般旅券を交付

し、及び現有旅券の返納を

受けること。 

 （削除） 

 

 

 

 ⑻ (略) 

(略) ４の２ 旅券法（昭和26年法律

第267号。以下この項におい

て「法」という。）及び旅券

法施行規則（平成元年外務省

令第11号。以下この項におい

て「省令」という。）に基づ

く次の事務（法第３条第１項

の規定により一般旅券の発給

を申請しようとする者が緊急

に渡航する必要があると認め

られる場合における事務その

他の規則で定める事務を除く

。） 

⑴～⑶ (略) 

⑷ 法第３条第３項の規定に

より、申請者が人違いでな

いこと等の確認及びその確

認のため、書類の提示又は

提出を求めること。 

 （新設） 

 

 

 

 ⑸ 法第８条第１項（法第10

条第４項及び法第12条第３

項において準用する場合を

含む。）の規定により、申

請者の出頭を求めて一般旅

券を交付すること。 

 ⑹ 法第８条第２項の規定に

より、申請者の出頭を求め

ることなく一般旅券を交付

する           

     こと。 

 ⑺ 法第12条第１項の規定に

より、一般旅券の査証欄の

増補の申請を受理し、及び

知事に送付すること。 

 ⑻ (略) 

(略) 
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改    正 現    行 

 ⑼ 法第17条第３項の規定に

より、届出者が本人である 

   こと等の確認及びその確

認のため、書類の提示又は

提出を求めること。 

  ⑽・⑾ (略) 

 ⑿ 省令第７条第１項    

               

        の規定により

、書面手続により一般旅券

の発給を申請する者が出頭

しない場合の申請の申出を

受理し、及び知事に送付す

ること。 

 ⒀ 省令第７条第２項    

               

        の規定により

、申請者に代わり出頭した

者が法第３条第６項各号に

掲げる者に該当することの

確認のため、書類の提示又

は提出を求め、及びその指

定の事実の確認のため、資

料の提示又は提出を求める

こと。 

 ⒁ 省令第７条第５項後段（

省令第17条第４項において

準用する場合を含む。）の

規定により、届け出られた

者が申請者の法定代理人で

あることの確認のため、書

類の提示又は提出を求める

こと。 

 ⒂ 省令第11条第４項    

               

           の規定

により、申請者が指定した

者の住所等の確認のため、

書類の提示又は提出を求め

、及びその指定の事実の確

認のため、資料の提示又は

提出を求めること。 

 ⒃ 省令第14条第２項第３号

 ⑼ 法第17条第３項の規定に

より、届出者が人違いでな

いこと等の確認及びその確

認のため、書類の提示又は

提出を求めること。 

  ⑽・⑾ (略) 

 ⑿ 省令第３条第１項（同条

第５項において準用する場

合を含む。）の規定により

、申請者         

           が出頭

しない場合の申請の申出を

受理し、及び知事に送付す

ること。 

 ⒀ 省令第３条第２項（同条

第５項において準用する場

合を含む。）の規定により

、       出頭した

者が申請者の指定した者で

ある       ことの

確認のため、書類の提示又

は提出を求め、及びその指

定の事実の確認のため、資

料の提示又は提出を求める

こと。 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 ⒁ 省令第７条第５項（省令

第14条第３項において準用

する場合を含む。）の規定

により、申請者が指定した

者の住所等の確認のため、

書類の提示又は提出を求め

、及びその指定の事実の確

認のため、資料の提示又は

提出を求めること。 

 （新設） 

-2-



 

 

改    正 現    行 

の規定により、署名するこ

とが困難であると認めるこ

と。 

 ⒄ 省令第14条第３項第４号

の規定により、発給申請者

に代わり記名することが適

当であると認めること。 

 ⒅ 省令第17条第２項の規定

により、届出を行う者が法

第17条第２項各号に掲げる

者に該当することの確認の

ため、書類の提示又は提出

を求めること。 

 ⒆ 省令第18条第５項の規定

により、公の機関が発行し

た書類その他紛失又は焼失

の事実を証明し、又は疎明

する追加の書類の提示又は

提出を求めること。 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 （新設） 

４の３～160 (略) (略) ４の３～160 (略) (略) 
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２ 収入証紙に関する条例（昭和39年神奈川県条例第76号）新旧対照表 

新 旧 

（証紙による収入の方法により徴収する使用料及び

手数料） 

第２条 証紙による収入の方法により徴収する使用

料及び手数料（情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する法律（平成14年法律第151号）第６条第

１項の規定により同項に規定する電子情報処理組

織を使用して行う同法第３条第８号に規定する申

請等及び神奈川県行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する条例（平成17年神奈川県条例第

８号）第３条第１項の規定により同項に規定する電

子情報処理組織を使用して行う同条例第２条第６

号に規定する申請等に係る使用料及び手数料（一般

旅券発給手数料を除く。）を除く。）は、別表のと

おりとする。 

（証紙による収入の方法により徴収する使用料及び

手数料） 

第２条 証紙による収入の方法により徴収する使用

料及び手数料（情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する法律（平成14年法律第151号）第６条第

１項の規定により同項に規定する電子情報処理組

織を使用して行う同法第３条第８号に規定する申

請等及び神奈川県行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する条例（平成17年神奈川県条例第

８号）第３条第１項の規定により同項に規定する電

子情報処理組織を使用して行う同条例第２条第６

号に規定する申請等に係る使用料及び手数料を除

く。）は、別表のとおりとする。 
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３ 神奈川県手数料条例の一部を改正する条例関連の新旧対照表 

 

神奈川県手数料条例（平成12年神奈川県条例第２号）新旧対照表 

〈本則関係〉 

改    正 現    行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１・２ （略） １・２ （略） 

３ 国際文化観光局関係 ３ 国際文化観光局関係 

 手数料徴収に

係る事務 

手数料

の名称 

金額   手数料徴収に

係る事務 

手数料

の名称 

金額  

 １～３ 

（略） 

    １～３ 

（略） 

   

 ４ 旅券法

（昭和26年

法律第267

号）第５条

の規定に基

づく一般旅

券の発給 

一般旅

券発給

手数料 

2,000円 

（旅券法第20条第２項の

規定の適用を受ける場合

にあっては、4,000円） 

  ４ 旅券法

（昭和26年

法律第267

号）第５条

の規定に基

づく一般旅

券の発給 

一般旅

券発給

手数料 

2,000円 

 

 

 ５ （略）     ５ （略）    

 （削除） 

 

     ６ 旅券法第

12条第１項

の規定に基

づく一般旅

券の査証欄

の増補 

一般旅

券査証

欄増補

手数料 

  

500円  

     

    

 ６～11 

（略） 

    ７～12 

（略） 

   

４～11 （略） ４～11 （略） 

 

 

収入証紙に関する条例（昭和39年神奈川県条例第76号）新旧対照表 

〈附則第６項関係〉 

改    正 現    行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ （略） １ （略） 

２ 手数料 ２ 手数料 

 名称 根拠規定   名称 根拠規定  

 １～６ （略）    １～６ （略）   

 ７ （略） 

  （削除） 

 

  （略） 

神奈川県手数料条例第

２条 

  ７ （略） 

  一般旅券査証欄増

補手数料 

  （略） 

神奈川県手数料条例第

２条 
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改 正 現 行 

 ８～32 （略）  ８～32 （略） 

-6-


	00_1_常任委員会資料　附属資料　表紙
	00_2_目次（第３回定例会 附属資料）
	01_事務処理の特例に関する条例_新旧対照表
	02_収入証紙に関する条例_新旧対照表
	03_神奈川県手数料条例の一部を改正する条例関連の新旧対照表



